
一

時
間
の
な
か
の
会
計
検
査
制
度
（
秋
吉
）

時
間
の
な
か
の
会
計
検
査
制
度

─
─
異
質
な
制
度
進
化
の
歴
史
分
析
─
─

秋　
　

吉　
　

貴　
　

雄

　

問
題
の
所
在

1　

分
析
の
枠
組
み

2　

会
計
検
査
制
度
の
形
成

3　

会
計
検
査
制
度
の
転
換
点

4　

会
計
検
査
制
度
の
進
化
の
停
滞

　

結
論
と
含
意問

題
の
所
在

本
稿
の
目
的
は
、な
ぜ
わ
が
国
の
会
計
検
査
制
度
が
他
国
と
は
大
き
く
異
な
る
進
化
の
経
路
を
た
ど
っ
た
の
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
、

論
　
　
　
説



二

歴
史
的
制
度
論
の
観
点
か
ら
分
析
す
る
こ
と
で
あ
る
。

国
家
の
財
政
状
況
を
監
督
・
統
制
す
る
会
計
検
査
制
度
は
統
治
機
構
の
ガ
バ
ナ
ン
ス
に
お
い
て
非
常
に
重
要
な
機
能
と
し
て
位
置
づ
け

ら
れ
て
き
た
。
わ
が
国
で
近
代
国
家
に
お
け
る
会
計
検
査
制
度
が
成
立
し
た
の
は
明
治
時
代
で
あ
っ
た
。
一
八
八
〇
年
三
月
に
会
計
検
査

院
が
設
置
さ
れ
、
八
九
年
一
二
月
に
は
大
日
本
帝
国
憲
法
で
会
計
検
査
機
能
が
規
定
さ
れ
、
同
年
五
月
の
会
計
検
査
院
法
で
天
皇
直
隷
の

機
関
と
な
っ
た
。
第
二
次
世
界
大
戦
後
に
制
定
さ
れ
た
日
本
国
憲
法
で
も
会
計
検
査
機
能
は
規
定
さ
れ
、
一
九
四
七
年
五
月
に
制
定
さ
れ

た
会
計
検
査
院
法
で
会
計
検
査
院
は
内
閣
及
び
国
会
か
ら
独
立
し
た
機
関
と
さ
れ
た
。

「
正
確
性
」「
合
規
性
」
検
査
と
し
て
も
知
ら
れ
る
よ
う
に
、
伝
統
的
に
は
予
算
の
執
行
状
況
に
つ
い
て
財
務
諸
表
が
正
確
に
記
載
・
作

成
さ
れ
た
か
、
法
規
に
基
づ
い
て
執
行
さ
れ
た
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
の
検
査
が
行
わ
れ
て
き
た
。
し
か
し
、
こ
の
正
確
性
・
合
規
性

と
い
う
観
点
だ
け
で
は
、
単
に
手
続
き
上
問
題
が
な
か
っ
た
か
と
い
う
こ
と
を
検
査
す
る
に
と
ど
ま
る
た
め
、
新
し
い
検
査
の
観
点
が
求

め
ら
れ
て
き
た
。
そ
こ
で
は
、
資
源
が
経
済
的
に
投
入
さ
れ
た
か
と
い
う
「
経
済
性
」、
投
入
さ
れ
た
資
源
を
も
と
に
財
や
サ
ー
ビ
ス
が

効
率
的
に
生
産
さ
れ
た
か
と
い
う
「
効
率
性
」
と
い
っ
た
基
準
が
設
定
さ
れ
て
き
た
。
さ
ら
に
、
最
も
重
要
視
さ
れ
た
の
が
「
有
効
性
」

の
基
準
で
あ
る
。
予
算
の
執
行
に
よ
っ
て
、
当
初
の
目
的
が
達
成
さ
れ
た
か
、
す
な
わ
ち
社
会
に
対
し
て
何
ら
か
の
効
果
が
も
た
ら
さ
れ

た
か
と
い
う
観
点
で
あ
る
。

実
際
に
、
各
国
に
お
い
て
も
伝
統
的
な
検
査
か
ら
、
経
済
性
・
効
率
性
の
検
査
、
さ
ら
に
有
効
性
検
査
（
業
績
検
査
）
へ
と
検
査
の
重

点
を
シ
フ
ト
し
て
き
た
（Pollitt and Bouckaert 2004

）。
そ
の
代
表
で
あ
る
米
国
会
計
検
査
院
Ｇ
Ａ
Ｏ
（Governm

ent A
ccountability 

O
ffi

ce

））
（
（

で
は
一
九
六
〇
年
代
後
半
か
ら
エ
ル
マ
ー
・
ス
タ
ー
ツ
（Elm

er Staats
）
院
長
の
イ
ニ
シ
ア
テ
ィ
ブ
の
も
と
、
有
効
性
検
査
で
あ

る
プ
ロ
グ
ラ
ム
評
価
（program

 evaluation

）
を
導
入
し
て
き
た
（M

osher （979

、
益
田
二
〇
一
〇
）。
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し
か
し
、
わ
が
国
で
は
他
国
と
は
全
く
異
な
る
経
路
を
た
ど
っ
た
。
後
述
す
る
よ
う
に
、
わ
が
国
で
は
伝
統
的
検
査
に
と
ど
ま
り
、
有

効
性
検
査
へ
の
シ
フ
ト
は
進
め
ら
れ
な
か
っ
た
。
例
え
ば
、
二
〇
〇
八
年
度
の
会
計
検
査
に
お
い
て
も
、
決
算
検
査
報
告
の
件
数
で
は
有

効
性
検
査
は
わ
ず
か
六
・
六
％
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
（
東
二
〇
一
一
））

2
（

。
さ
ら
に
従
来
は
二
〇
〇
億
円
前
後
で
あ
っ
た
決
算
検
査
報
告
で
の

指
摘
金
額
は
二
〇
〇
九
年
度
に
は
約
一
兆
七
九
〇
四
億
円
に
も
な
り
、
不
当
事
項
の
指
摘
も
過
去
最
高
の
八
七
四
件
と
な
っ
た
よ
う
に）（
（

、

伝
統
的
検
査
重
視
の
姿
勢
は
よ
り
一
層
強
く
な
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
伝
統
的
検
査
の
重
視
の
姿
勢
は
、
以
前
か
ら
会
計
検

査
制
度
及
び
会
計
検
査
院
へ
の
不
満
に
つ
な
が
っ
て
き
た
（
進
邦
二
〇
〇
二
）。

会
計
検
査
院
の
機
能
不
全
に
つ
い
て
は
、
①
決
算
軽
視
の
風
潮
、
②
人
員
等
の
リ
ソ
ー
ス
不
足
、
と
い
っ
た
点
か
ら
の
説
明
が
一
般
的

に
は
な
さ
れ
て
い
る
（
進
邦
二
〇
〇
二
））

4
（

。
こ
れ
ら
の
点
は
非
常
に
重
要
で
あ
る
も
の
の
、
な
ぜ
わ
が
国
の
会
計
検
査
院
が
他
国
と
は
異
な

り
伝
統
的
検
査
中
心
に
取
り
組
ん
で
き
た
の
か
と
い
う
こ
と
の
説
明
は
困
難
で
あ
る
。

以
上
の
点
か
ら
、
本
稿
で
は
「
な
ぜ
日
本
の
会
計
検
査
院
は
有
効
性
検
査
に
シ
フ
ト
で
き
な
か
っ
た
の
か
」
と
い
う
問
い
に
つ
い
て
、

歴
史
的
制
度
論
、
特
に
「
時
間
の
な
か
の
政
治
（politics in tim

e

）」
の
観
点
か
ら
説
明
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
る
。

以
下
で
は
、
ま
ず
、
公
的
部
門
管
理
改
革
過
程
に
つ
い
て
の
代
表
的
研
究
に
つ
い
て
概
説
し
た
上
で
、
本
稿
の
分
析
枠
組
み
を
提
示
す

る
。
そ
し
て
、
わ
が
国
の
会
計
検
査
制
度
の
制
度
変
化
の
経
路
に
つ
い
て
、
①
明
治
初
期
の
制
度
選
択
と
制
度
配
置
、
②
第
二
次
世
界
大

戦
後
の
制
度
転
換
と
制
度
配
置
、
③
予
算
制
度
・
公
会
計
制
度
と
の
関
連
、
と
い
っ
た
三
つ
の
視
角
か
ら
分
析
し
て
い
く
。
最
後
に
、
そ

の
分
析
結
果
を
も
と
に
上
述
の
問
い
へ
の
答
え
を
考
察
し
、
含
意
に
つ
い
て
検
討
し
て
い
く
。



1　

分
析
の
枠
組
み

（
・
（　

公
的
部
門
管
理
改
革
過
程
の
研
究

い
わ
ゆ
る
Ｎ
Ｐ
Ｍ
（N

ew
 Public M

anagem
ent ; 

新
公
共
経
営
管
理
）
と
し
て
知
ら
れ
る
よ
う
に
、
一
九
八
〇
年
代
後
半
か
ら
公
的
部
門

の
あ
り
方
に
つ
い
て
は
本
格
的
に
議
論
が
行
わ
れ
、
各
国
で
様
々
な
改
革
（
以
下
、
Ｎ
Ｐ
Ｍ
改
革
）
が
行
わ
れ
て
き
た
。
わ
が
国
に
お
い
て

は
九
〇
年
代
後
半
か
ら
政
策
評
価
制
度
や
独
立
行
政
法
人
制
度
の
導
入
を
は
じ
め
と
す
る
Ｎ
Ｐ
Ｍ
改
革
が
進
め
ら
れ
た
。

行
政
学
、
公
共
政
策
学
に
お
い
て
特
に
関
心
を
集
め
た
の
が
、
各
国
で
の
改
革
の
様
態
、
と
り
わ
け
改
革
の
帰
結
の
差
異
と
そ
れ
を
規

定
す
る
要
因
の
分
析
で
あ
っ
た
。
各
国
で
改
革
が
取
り
組
ま
れ
て
き
た
も
の
の
、
改
革
の
進
展
度
合
い
は
必
ず
し
も
同
様
で
は
な
く
、
ま

た
、
制
度
選
択
も
同
様
で
は
な
か
っ
た
。
例
え
ば
、
公
会
計
制
度
の
改
革
に
つ
い
て
も
、
発
生
主
義
の
複
式
簿
記
へ
の
改
革
を
行
っ
た
国

も
あ
れ
ば
、
従
来
の
現
金
主
義
の
単
式
簿
記
に
と
ど
ま
っ
た
国
も
あ
り
、
改
革
の
帰
結
は
国
家
間
で
異
な
っ
て
い
る
。

Ｎ
Ｐ
Ｍ
改
革
の
政
治
過
程
に
つ
い
て
注
目
し
た
の
が
マ
イ
ケ
ル
・
バ
ー
ズ
レ
イ
（M

ichael Barzelay

）
に
よ
る
研
究
で
あ
っ
た

（Barzelay 200（, Barzelay and Gallego 20（0a 20（0b

）。
バ
ー
ズ
レ
イ
は
Ｎ
Ｐ
Ｍ
改
革
の
政
策
決
定
過
程
に
注
目
し
、
公
的
部
門
管
理
政

策
サ
ブ
シ
ス
テ
ム
の
構
造
と
政
策
プ
ロ
セ
ス
に
つ
い
て
分
析
を
行
っ
た
。

前
者
の
政
策
サ
ブ
シ
ス
テ
ム
の
分
析
で
は
、
当
該
政
策
領
域
の
ア
ク
タ
ー
構
造
や
政
策
イ
メ
ー
ジ
に
焦
点
を
当
て
て
い
る
。
後
者
の
政

策
プ
ロ
セ
ス
の
分
析
で
は
、
キ
ン
グ
ダ
ン
の
政
策
の
窓
モ
デ
ル
を
も
と
に
、
①
ア
ジ
ェ
ン
ダ
設
定
、
②
代
替
案
の
特
定
化
、
③
政
策
決
定
、

と
い
う
三
つ
の
段
階
に
つ
い
て
、
政
策
起
業
家
（policy entrepreneur

）
の
動
向
と
あ
わ
せ
て
焦
点
を
当
て
て
い
る
。

四
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五

そ
れ
に
対
し
、
Ｎ
Ｐ
Ｍ
改
革
で
の
制
度
変
化
の
経
路
に
つ
い
て
注
目
し
た
の
が
ク
リ
ス
ト
フ
ァ
ー
・
ポ
リ
ッ
ト
（Christopher Pollitt

）

と
ゲ
ル
ト
・
ブ
ッ
カ
ー
ト
（Geert Bouckaert

）
の
研
究
で
あ
っ
た
（Pollitt and Bouckaert 2000, 2004, 20（（

）。
ポ
リ
ッ
ト
と
ブ
ッ
カ
ー

ト
が
注
目
し
た
の
が
、
Ｎ
Ｐ
Ｍ
改
革
の
「
軌
道
（trajectory

）」
で
あ
っ
た
。
業
績
測
定
や
人
事
管
理
と
い
っ
た
個
別
制
度
の
改
革
に
つ

い
て
、
各
国
に
お
け
る
初
期
状
態
か
ら
帰
結
ま
で
の
軌
道
が
示
さ
れ
た
。

そ
し
て
、
ポ
リ
ッ
ト
と
ブ
ッ
カ
ー
ト
は
各
国
の
公
的
部
門
改
革
と
そ
の
過
程
に
つ
い
て
、
様
々
な
要
因
か
ら
の
分
析
を
行
っ
た
。
具
体

的
に
は
、
社
会
経
済
的
圧
力
（Socio–econom

ic forces

）
の
ク
ラ
ス
タ
ー
と
し
て
、
①
国
際
経
済
圧
力
（Global econom

ic forces

）、
②

社
会
人
口
学
的
変
化
（Socio–dem

ographic change

）、
③
社
会
経
済
政
策
（Socio–econom

ic policies

）、
と
い
っ
た
要
因
が
あ
り
、
政

治
シ
ス
テ
ム
（Political system
）
の
ク
ラ
ス
タ
ー
と
し
て
、
④
新
し
い
管
理
理
念
（N

ew
 m

anagem
ent ideas

）、
⑤
党
利
党
略
的
理
念

（Party political ideas

）、
⑥
市
民
か
ら
の
圧
力
（Pressure from

 citizens

）、
と
い
っ
た
要
因
が
あ
り
、
行
政
シ
ス
テ
ム
（A

dm
inistrative 

system

）
の
ク
ラ
ス
タ
ー
と
し
て
、
⑦
改
革
案
の
内
容
（Content of reform

 package

）、
⑧
実
施
プ
ロ
セ
ス
（Im

plem
entation 

process

）、
⑨
改
革
結
果
（Results achieved

）、
と
い
っ
た
要
因
が
あ
る
と
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
こ
れ
ら
の
ク
ラ
ス
タ
ー
及
び
構
成
要
因

は
相
互
作
用
関
係
が
あ
り
、
そ
の
関
係
を
も
と
に
改
革
の
進
展
が
規
定
さ
れ
る
と
し
て
い
る
。

（
・
2　

時
間
の
な
か
の
政
治

本
稿
で
の
問
い
に
対
す
る
分
析
枠
組
み
を
検
討
し
て
い
く
上
で
、
ま
ず
、
バ
ー
ズ
レ
イ
の
研
究
に
つ
い
て
は
検
討
の
対
象
外
と
な
る
こ

と
が
指
摘
さ
れ
る
。
Ｎ
Ｐ
Ｍ
改
革
の
進
展
が
政
策
サ
ブ
シ
ス
テ
ム
の
構
造
及
び
政
策
プ
ロ
セ
ス
に
よ
っ
て
左
右
さ
れ
る
と
い
う
指
摘
は
非

常
に
重
要
で
あ
る
。
し
か
し
、
バ
ー
ズ
レ
イ
の
研
究
は
あ
る
特
定
の
政
策
決
定
で
の
構
造
に
つ
い
て
分
析
す
る
も
の
で
あ
り
、
長
期
の
分



六

析
の
視
点
は
提
供
さ
れ
な
い
。

ポ
リ
ッ
ト
と
ブ
ッ
カ
ー
ト
の
研
究
は
そ
の
著
書
が
版
を
重
ね
て
い
る
よ
う
に
、
公
的
部
門
改
革
の
要
因
に
つ
い
て
の
代
表
的
研
究
と

な
っ
て
い
る
。
改
革
の
軌
道
へ
の
注
目
は
非
常
に
重
要
で
あ
り
、
本
稿
で
の
問
い
に
対
す
る
分
析
枠
組
み
と
し
て
は
有
益
な
示
唆
を
与
え

る
。
し
か
し
、
彼
ら
の
研
究
に
は
い
く
つ
か
の
問
題
点
が
あ
る
。

第
一
に
、
改
革
の
軌
道
に
つ
い
て
初
期
状
態
が
所
与
の
も
の
と
さ
れ
て
い
る
問
題
が
あ
る
。
ポ
リ
ッ
ト
ら
は
初
期
の
状
態
か
ら
の
軌
道

は
示
し
て
い
る
も
の
の
、
そ
の
初
期
の
状
態
が
ど
の
よ
う
な
メ
カ
ニ
ズ
ム
で
ど
の
よ
う
に
形
成
さ
れ
る
か
は
必
ず
し
も
明
確
に
は
示
さ
れ

て
い
な
い
。
初
期
の
制
度
選
択
が
そ
の
後
の
制
度
の
変
化
に
少
な
く
な
い
影
響
を
及
ぼ
す
た
め
、
初
期
状
態
の
決
定
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
が
不

明
確
で
あ
る
の
は
問
題
で
あ
る
。

第
二
に
、
軌
道
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
が
必
ず
し
も
明
確
に
さ
れ
て
い
な
い
と
い
う
問
題
が
あ
る
。
ポ
リ
ッ
ト
ら
は
改
革
の
初
期
状
態
か
ら
帰

結
ま
で
の
軌
道
と
い
う
概
念
は
提
示
し
た
も
の
の
、
軌
道
の
様
態
や
そ
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
は
不
明
確
で
あ
る
。

第
三
に
、
個
別
制
度
や
改
革
間
の
関
係
が
不
明
確
で
あ
る
問
題
が
あ
る
。
わ
が
国
の
政
策
評
価
制
度
の
遅
れ
の
問
題
に
つ
い
て
東
信
男

が
指
摘
し
た
よ
う
に
（
東
二
〇
〇
五
））

（
（

、
一
つ
の
制
度
改
革
に
は
多
様
な
改
革
が
関
連
し
て
く
る
。
し
か
し
、
ポ
リ
ッ
ト
ら
の
研
究
で
は
一

つ
の
改
革
・
制
度
で
の
軌
道
は
示
さ
れ
る
も
の
の
、
他
の
制
度
と
の
関
連
に
つ
い
て
は
不
明
確
で
あ
る
。

以
上
の
よ
う
に
、
改
革
の
軌
道
に
注
目
し
た
ポ
リ
ッ
ト
ら
の
研
究
は
注
目
に
値
す
る
も
の
の
、
新
た
な
視
点
が
必
要
に
な
っ
て
く
る
。

そ
こ
で
本
稿
に
お
い
て
注
目
す
る
の
が
、
歴
史
的
制
度
論
、
と
り
わ
け
ポ
ー
ル
・
ピ
ア
ソ
ン
（Paul Pierson

）
が
提
示
し
た
「
時
間
の
な

か
の
政
治
」
の
概
念
で
あ
る
（Pierson 2004 = 20（0

）。

歴
史
的
制
度
論
で
は
制
度
の
歴
史
変
化
、
特
に
そ
の
経
路
依
存
性
と
い
う
特
性
に
つ
い
て
分
析
さ
れ
て
き
た
。
そ
こ
で
は
、
経
路
の
継
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検
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続
性
だ
け
で
は
な
く
、
断
続
均
衡
の
概
念
で
も
知
ら
れ
る
よ
う
に
、
決
定
的
転
換
点
で
の
制
度
の
断
絶
も
示
さ
れ
た
。
ピ
ア
ソ
ン
は
こ
れ

ら
の
歴
史
的
制
度
論
の
分
析
概
念
を
一
歩
進
め
、
と
り
わ
け
制
度
の
形
成
に
つ
い
て
も
焦
点
を
当
て
た
。
制
度
の
形
成
時
で
偶
発
的
な
出

来
事
が
ど
の
よ
う
な
タ
イ
ミ
ン
グ
で
生
じ
た
か
に
よ
っ
て
結
果
が
異
な
っ
て
く
る
こ
と
が
示
さ
れ）（
（

、
ま
た
、
ど
の
よ
う
な
配
列
や
順
番
で

選
択
が
行
わ
れ
た
か
に
よ
っ
て
も
形
成
さ
れ
る
制
度
が
左
右
さ
れ
る
こ
と
が
示
さ
れ
た）7
（

。
そ
の
よ
う
な
初
期
の
制
度
（
の
形
成
）
に
よ
っ

て
そ
の
後
の
制
度
の
展
開
が
規
定
さ
れ
て
く
る
の
で
あ
る
。

本
稿
で
の
問
い
に
お
い
て
も
重
要
に
な
っ
て
く
る
の
が
、
ま
ず
、
ど
の
よ
う
に
わ
が
国
に
お
い
て
（
近
代
国
家
に
お
け
る
）
会
計
検
査
制

度
が
形
成
さ
れ
た
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
明
治
維
新
後
、
近
代
化
が
急
速
に
進
め
ら
れ
る
中
、
ど
の
よ
う
な
要
因
が
ど
の
よ
う
な
タ
イ

ミ
ン
グ
で
会
計
検
査
制
度
に
影
響
を
及
ぼ
し
、
そ
の
結
果
ど
の
よ
う
な
制
度
配
置
に
な
っ
た
の
か
と
い
う
こ
と
に
分
析
の
焦
点
が
当
て
ら

れ
る
。

次
に
、
決
定
的
転
換
点
と
な
っ
た
第
二
次
世
界
大
戦
後
の
占
領
統
治
下
で
ど
の
よ
う
な
制
度
転
換
が
図
ら
れ
た
か
と
い
う
こ
と
が
重
要

に
な
っ
て
く
る
。
そ
の
際
に
注
意
す
べ
き
な
の
が
、
制
度
が
全
て
転
換
さ
れ
な
い
場
合
も
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
継
続
さ
れ
る
要
素

も
存
在
し
て
お
り
、制
度
の
転
換
と
継
続
に
よ
っ
て
ど
の
よ
う
な
制
度
配
置
に
な
っ
た
の
か
と
い
う
こ
と
に
分
析
の
焦
点
が
当
て
ら
れ
る
。

最
後
に
、
他
の
制
度
と
の
関
係
が
重
要
に
な
っ
て
く
る
。
進
化
生
物
学
、
進
化
経
済
学
で
の
「
共
進
化
（co–evolution

）」
の
概
念
で

知
ら
れ
る
よ
う
に
（Ehrlich and Raven （9（4,  

種
生
物
学
会
二
〇
〇
八
、
進
化
経
済
学
会
二
〇
〇
六
）、
あ
る
淘
汰
圧
力
下
に
お
い
て
制
度
は

他
の
制
度
と
関
連
し
な
が
ら
進
化
し
て
い
く
。
会
計
検
査
制
度
に
関
し
て
も
、
予
算
制
度
・
公
会
計
制
度
と
密
接
な
関
係
が
あ
る
。
両
制

度
に
つ
い
て
前
述
の
初
期
の
制
度
選
択
・
制
度
配
置
、
決
定
的
転
換
点
で
の
制
度
転
換
・
制
度
配
置
に
よ
っ
て
ど
の
よ
う
に
会
計
検
査
制

度
に
影
響
を
及
ぼ
し
た
か
と
い
う
こ
と
に
分
析
の
焦
点
が
当
て
ら
れ
る
。



八

2　

会
計
検
査
制
度
の
形
成

2
・
（　

制
度
の
模
索

わ
が
国
に
お
い
て
近
代
国
家
と
し
て
の
会
計
検
査
制
度
が
形
成
さ
れ
た
の
は
明
治
時
代
で
あ
っ
た
。
国
家
の
財
政
を
ど
の
よ
う
に
監
督

す
る
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
は
、
大
政
奉
還
時
か
ら
す
で
に
模
索
さ
れ
（
東
二
〇
一
一
、
進
邦
二
〇
〇
二
、
長
山
一
九
九
六
）、
一
八
六
九

年
五
月
に
は
大
蔵
省
の
会
計
官
の
一
部
局
と
し
て
監
督
司
が
設
置
さ
れ
た
。
七
一
年
七
月
に
は
監
督
司
は
廃
止
さ
れ
、
八
月
に
検
査
寮
と

な
っ
た
。

こ
の
財
政
監
督
制
度
と
同
時
に
検
討
さ
れ
た
の
が
、
予
算
制
度
と
公
会
計
制
度
で
あ
っ
た
（
亀
井
二
〇
〇
六
、
田
中
二
〇
一
一
、
長
山

一
九
九
六
、
長
山
一
九
九
八
ａ
、
夜
久
二
〇
一
四
）。

一
八
七
三
年
五
月
に
井
上
馨
と
渋
沢
栄
一
に
よ
る
建
言
が
提
出
さ
れ
、
政
府
の
歳
出
超
過
に
対
す
る
警
鐘
が
鳴
ら
さ
れ
た）（
（

。
こ
の
建
言

は
採
用
さ
れ
な
か
っ
た
も
の
の
、
新
聞
に
大
き
く
取
り
上
げ
ら
れ
た
た
め
、
政
府
と
し
て
対
応
が
必
要
と
な
っ
た）9
（

。
そ
こ
で
同
年
六
月
に

大
隈
重
信
に
よ
っ
て
作
成
さ
れ
た
の
が
「
歳
入
出
見
込
会
計
表
」
で
あ
っ
た
。
歳
入
出
見
込
会
計
表
は
、
政
府
の
信
用
維
持
の
た
め
の
歳

入
歳
出
に
関
す
る
予
算
計
算
書
で
あ
り
、
財
政
計
画
を
も
と
に
作
成
さ
れ
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
し
か
し
、「
歳
入
之
部
」「
歳
出
之
部
」

「
国
債
」
か
ら
構
成
さ
れ
る
「
予
算
表
」
の
形
式
は
そ
の
後
続
く
よ
う
に
な
っ
た）（（
（

。
そ
し
て
、
七
六
年
九
月
の
大
蔵
省
出
納
条
例
に
よ
っ

て
予
算
制
度
の
骨
子
が
確
定
し
、
執
行
手
続
き
を
中
心
と
し
た
体
系
化
が
図
ら
れ
た）（（
（

。

ま
た
、
予
算
制
度
と
同
時
に
整
備
が
進
め
ら
れ
た
の
が
公
会
計
制
度
で
あ
っ
た
。
明
治
維
新
後
も
江
戸
幕
府
で
の
勘
定
帳
形
式
が
継
続
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的
に
使
用
さ
れ
、
そ
の
整
備
が
急
務
で
あ
っ
た
（
長
山
一
九
九
八
ａ
、
亀
井
二
〇
〇
六
）。
そ
こ
で
、
大
蔵
省
が
参
照
し
た
の
が
フ
ラ
ン
ス
の

会
計
制
度
で
あ
っ
た）（（
（

。
一
八
六
二
年
五
月
に
会
計
法
が
制
定
さ
れ
た
フ
ラ
ン
ス
の
公
会
計
は
当
時
最
先
端
の
制
度
で
あ
り
、
同
制
度
を
も

と
に
公
会
計
制
度
の
確
立
が
模
索
さ
れ
た
。
そ
し
て
、
七
六
年
九
月
に
は
複
式
簿
記
が
大
蔵
省
に
お
い
て
試
験
採
用
さ
れ
、
七
九
年
一
一

月
の
計
算
記
簿
条
例
に
お
い
て
、
歳
入
、
歳
出
と
も
に
複
式
簿
記
（
現
金
出
納
帳
、
仕
訳
帳
、
元
帳
、
貸
借
対
照
表
）
と
な
っ
た
。
も
っ
と
も

単
式
簿
記
の
予
算
簿
が
存
在
し
て
い
た
よ
う
に
、
予
算
制
度
と
会
計
制
度
は
分
離
し
て
い
た）（（
（

。

こ
の
よ
う
に
予
算
制
度
と
公
会
計
制
度
が
模
索
さ
れ
る
中
、
会
計
検
査
制
度
に
つ
い
て
も
そ
の
整
備
が
進
め
ら
れ
た
（
東
二
〇
一
一
、
加

藤
一
九
六
二
、
進
邦
二
〇
〇
二
、
長
山
一
九
九
八
ｂ
）。
そ
こ
で
は
、
大
蔵
省
（
会
計
官
）
の
一
部
局
と
し
て
の
財
政
監
督
機
関
と
い
う
制
度
的

位
置
づ
け
か
ら
の
転
換
が
模
索
さ
れ
た
。
そ
し
て
、
大
隈
重
信
の
建
議
を
も
と
に
、
一
八
八
〇
年
三
月
に
太
政
官
直
属
の
機
関
と
し
て
、

会
計
検
査
院
が
設
立
さ
れ
た
。
特
筆
す
べ
き
は
会
計
検
査
院
に
付
与
さ
れ
た
機
能
で
あ
っ
た
。
後
述
の
政
府
内
部
権
力
闘
争
で
の
参
議
・

省
卿
分
離
（
官
制
改
革
）
へ
の
対
抗
と
い
う
大
隈
の
政
治
的
意
図
か
ら）（（
（

、
会
計
検
査
院
に
は
政
府
の
決
算
検
査
だ
け
で
は
な
く
、
予
算
審

査
・
決
算
報
告
調
製
機
能
も
付
与
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た）（（
（

。
さ
ら
に
、
八
一
年
四
月
に
制
定
さ
れ
た
旧
明
治
会
計
法
で
は
予
算
審
議
権
の

一
部
が
太
政
官
か
ら
会
計
検
査
院
に
委
譲
さ
れ
た）（（
（

。
そ
の
結
果
、
予
算
は
大
蔵
省
が
作
成
、
会
計
検
査
院
の
審
査
を
経
て
内
閣
が
決
定
す

る
こ
と
と
な
っ
た
。

2
・
2　

政
治
的
事
件
と
公
会
計
制
度
で
の
混
乱

一
八
八
一
年
の
旧
明
治
会
計
法
に
よ
っ
て
前
年
設
置
さ
れ
た
会
計
検
査
院
の
機
能
は
よ
り
強
固
な
も
の
に
な
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
た
。

し
か
し
、
会
計
検
査
院
に
と
っ
て
大
き
な
「
事
件
」
と
な
っ
た
の
が
、
同
年
生
じ
た
い
わ
ゆ
る
「
明
治
一
四
年
の
政
変
」
で
あ
っ
た
。



一
〇

明
治
政
府
は
設
立
当
初
か
ら
政
治
的
基
盤
が
不
安
定
で
あ
り
、
と
り
わ
け
薩
摩
藩
・
長
州
藩
出
身
者
と
大
隈
重
信
の
対
立
は
決
定
的
で

あ
っ
た
。
前
述
の
一
八
七
三
年
の
井
上
・
渋
沢
建
言
も
大
隈
重
信
に
よ
る
財
政
運
営
を
め
ぐ
る
対
立
で
あ
り
、
八
〇
年
二
月
の
参
議
・
省

卿
分
離
（
官
制
改
革
）
は
大
隈
の
権
力
の
は
く
奪
を
意
図
し
た
も
の
で
あ
っ
た）（（
（

。

そ
の
よ
う
な
中
生
じ
た
の
が
、
明
治
一
四
年
の
政
変
で
あ
っ
た
。
大
隈
及
び
そ
の
取
り
巻
き
は
下
野
し
、
松
方
正
義
が
参
議
兼
大
蔵
卿

に
就
任
し
た
。
松
方
は
い
わ
ゆ
る
「
大
隈
積
極
財
政
」
か
ら
の
政
策
転
換
を
図
り
、
緊
縮
財
政
が
進
め
ら
れ
た
。
そ
れ
と
あ
わ
せ
て
松
方

は
大
隈
の
影
響
下
に
あ
っ
た
会
計
検
査
院
の
改
革
に
も
着
手
し
、「
会
計
法
ノ
改
正
ニ
関
ス
ル
意
見
」
を
示
し
た
。

そ
し
て
、
一
八
八
二
年
一
月
に
旧
明
治
会
計
法
と
会
計
検
査
院
職
制
章
程
が
改
定
さ
れ
、
会
計
検
査
院
の
機
能
も
大
き
く
変
化
す
る
こ

と
と
な
っ
た
（
東
二
〇
一
一
）。
そ
の
結
果
、
会
計
検
査
院
が
有
し
て
い
た
予
算
査
定
機
能
と
予
算
審
査
権
・
決
算
報
告
調
製
権
は
会
計
検

査
院
の
職
権
外
と
な
り
、
会
計
検
査
院
は
決
算
検
査
を
専
門
に
行
う
財
政
監
督
機
関
と
さ
れ
た）（（
（

。
さ
ら
に
、
八
五
年
一
二
月
に
明
治
維
新

以
降
の
太
政
官
制
度
が
廃
止
さ
れ
、
内
閣
制
度
が
発
足
す
る
と
、
会
計
検
査
院
は
内
閣
直
属
の
機
関
と
な
っ
た
。

会
計
検
査
制
度
の
混
乱
が
続
く
中
、
公
会
計
制
度
も
迷
走
し
て
い
た
（
小
峰
一
九
七
四
、
長
山
一
九
九
八
ａ
）。
前
述
の
よ
う
に
、

一
八
七
九
年
に
計
算
記
簿
条
例
に
よ
っ
て
歳
入
、
歳
出
と
も
に
複
式
簿
記
と
な
っ
た
も
の
の
、
予
算
簿
は
単
式
簿
記
で
あ
り
、
予
算
制
度

と
会
計
制
度
は
分
離
し
て
い
た
。
そ
の
た
め
、
八
二
年
八
月
に
改
正
記
簿
組
織
例
言
に
よ
っ
て
、
会
計
制
度
と
予
算
制
度
の
統
合
が
図
ら

れ
、
予
算
簿
は
「
収
支
内
訳
簿
」
と
な
っ
て
複
式
簿
記
と
な
っ
た）（（
（

。

こ
の
制
度
改
革
に
よ
っ
て
複
式
簿
記
が
定
着
し
、
公
会
計
制
度
が
安
定
す
る
か
と
思
わ
れ
た
。
し
か
し
、
問
題
と
な
っ
た
の
は
国
庫
制

度
で
あ
っ
た
。
一
八
八
二
年
の
改
正
記
簿
組
織
例
言
で
は
歳
入
は
国
庫
金
取
扱
所
（
日
本
銀
行
）
で
あ
っ
た
の
に
対
し
、
歳
出
は
有
力
民

間
銀
行
で
あ
っ
た）（（
（

。
そ
の
た
め
、
国
庫
制
度
の
統
合
が
図
ら
れ
、
八
七
年
一
二
月
の
各
庁
計
算
記
簿
規
定
に
よ
っ
て
、
歳
入
・
歳
出
と
も



一
一

時
間
の
な
か
の
会
計
検
査
制
度
（
秋
吉
）

日
本
銀
行
に
よ
る
管
理
と
な
っ
た）（（
（

。
こ
れ
に
よ
り
、
国
庫
か
ら
独
立
し
た
各
省
の
資
金
管
理
が
禁
止
さ
れ
た
た
め
、
複
式
簿
記
に
よ
る
管

理
が
困
難
に
な
っ
た
。

2
・
（　

会
計
検
査
制
度
と
各
制
度
の
確
立

明
治
維
新
以
降
模
索
さ
れ
て
き
た
会
計
検
査
制
度
、
予
算
制
度
、
公
会
計
制
度
は
一
八
八
九
年
に
よ
う
や
く
確
立
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ

た
。
同
年
二
月
に
制
定
さ
れ
た
大
日
本
帝
国
憲
法
は
プ
ロ
イ
セ
ン
憲
法
を
も
と
に
作
成
さ
れ
、
そ
の
中
に
会
計
検
査
制
度
も
位
置
づ
け
ら

れ
た
。
さ
ら
に
五
月
に
制
定
さ
れ
た
会
計
検
査
院
法
に
よ
っ
て
会
計
検
査
院
の
機
能
も
規
定
さ
れ
た
。

特
筆
す
べ
き
点
は
会
計
検
査
院
の
制
度
的
位
置
づ
け
で
あ
る
。
大
蔵
省
の
一
部
機
関
と
い
う
位
置
づ
け
か
ら
ス
タ
ー
ト
し
た
会
計
検
査

院
の
あ
り
方
は
常
に
模
索
さ
れ
、
太
政
官
の
下
に
お
か
れ
た
り
、
内
閣
の
機
関
と
さ
れ
た
り
し
た
こ
と
も
あ
っ
た
。
し
か
し
、
前
述
の
よ

う
に
憲
法
で
会
計
検
査
制
度
が
位
置
づ
け
ら
れ
、
会
計
検
査
院
は
天
皇
に
直
隷
す
る
憲
法
上
の
機
関
と
な
っ
た
。
ま
た
、
そ
の
機
能
に
つ

い
て
は
、
前
述
の
よ
う
に
明
治
一
四
年
の
政
変
後
の
機
能
が
継
続
さ
れ
、
決
算
の
検
査
確
定
と
検
査
報
告
の
調
製
と
さ
れ
た
。

予
算
制
度
と
公
会
計
制
度
に
つ
い
て
も
、
大
日
本
帝
国
憲
法
と
そ
の
附
属
法
で
あ
る
会
計
法
に
よ
っ
て
確
立
さ
れ
た
（
小
峰
一
九
七
四
、

亀
井
二
〇
〇
六
、
二
〇
一
一
、
長
山
一
九
九
八
ａ
、
夜
久
二
〇
一
〇
、
二
〇
一
四
）。

予
算
制
度
に
つ
い
て
は
、
既
存
の
予
算
表
（
歳
入
と
歳
出
を
対
照
し
た
表
）
を
前
提
に
制
度
設
計
さ
れ
、
予
算
単
年
度
主
義
が
採
用
さ
れ

た
）
（（
（

。
特
筆
す
べ
き
は
、
そ
の
制
度
的
位
置
づ
け
で
あ
っ
た
。
予
算
に
つ
い
て
は
、
い
わ
ゆ
る
法
律
形
式
は
不
採
用
と
な
り
、
行
政
計
画
と

し
て
の
側
面
が
強
く
な
っ
た）（（
（

。
さ
ら
に
、
議
会
の
予
算
議
決
権
範
囲
も
制
限
さ
れ
た）（（
（

。

公
会
計
制
度
に
つ
い
て
は
、
前
述
の
よ
う
に
複
式
簿
記
の
採
用
を
め
ぐ
っ
て
混
乱
が
生
じ
て
い
た
が
、
国
庫
出
納
関
係
帳
簿
の
一
部
以



一
二

外
で
複
式
簿
記
が
廃
止
と
な
っ
た）（（
（

。
そ
し
て
、
旧
来
の
単
式
簿
記
の
方
式
が
導
入
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た）（（
（

。

3　

会
計
検
査
制
度
の
転
換
点

（
・
（　

第
二
次
世
界
大
戦
敗
戦
と
会
計
検
査
制
度
の
模
索

一
九
四
五
年
八
月
の
第
二
次
世
界
大
戦
敗
戦
と
そ
の
後
の
連
合
国
に
よ
る
占
領
統
治
は
日
本
の
多
く
の
制
度
の
転
換
点
と
な
っ
た
。
会

計
検
査
制
度
及
び
同
制
度
と
関
連
す
る
予
算
制
度
・
公
会
計
検
査
制
度
も
同
様
に
制
度
の
転
換
を
迎
え
る
こ
と
と
な
り
、
四
六
年
一
一
月

に
は
日
本
国
憲
法
、
四
七
年
三
月
に
は
財
政
法
と
会
計
法
、
四
七
年
四
月
に
は
会
計
検
査
院
法
が
制
定
さ
れ
た
。

会
計
検
査
制
度
は
大
日
本
帝
国
憲
法
改
正
の
中
で
制
度
が
見
直
さ
れ
た
（
会
計
検
査
院
二
〇
一
〇
）。
連
合
国
の
統
治
下
で
新
し
い
憲
法

が
検
討
さ
れ
る
中
、
会
計
検
査
院
に
つ
い
て
は
大
日
本
帝
国
憲
法
で
の
規
定
が
継
続
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
大
日
本
帝
国
憲
法
で
は
第

七
二
条
第
一
項
で
「
国
家
ノ
歳
出
歳
入
ノ
決
算
ハ
会
計
検
査
院
之
ヲ
検
査
確
定
シ
政
府
ハ
其
ノ
検
査
報
告
ト
倶
ニ
之
ヲ
帝
国
議
会
ニ
提
出

ス
ヘ
シ
」
と
さ
れ
て
い
た
が
、
新
憲
法
草
案
の
第
八
六
条
第
一
項
で
も
「
国
の
収
入
支
出
の
決
算
は
、
す
べ
て
毎
年
会
計
検
査
院
が
こ
れ

を
検
査
し
、
内
閣
は
次
の
年
度
に
、
そ
の
検
査
報
告
と
と
も
に
、
こ
れ
を
国
会
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。」
と
さ
れ
、
同
様
の
内

容
と
な
っ
て
い
た）（（
（

。

し
か
し
、
問
題
と
な
っ
た
の
は
会
計
検
査
院
の
制
度
的
位
置
づ
け
で
あ
っ
た
。
前
述
の
よ
う
に
、
会
計
検
査
院
は
「
天
皇
の
直
隷
機
関
」

で
あ
り
、
新
憲
法
で
は
天
皇
の
地
位
の
変
更
が
予
定
さ
れ
て
い
た
た
め
、
会
計
検
査
院
の
あ
り
方
に
つ
い
て
も
検
討
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ

た
。



一
三

時
間
の
な
か
の
会
計
検
査
制
度
（
秋
吉
）

そ
し
て
、
一
九
四
六
年
七
月
か
ら
日
本
側
と
Ｇ
Ｈ
Ｑ
と
の
交
渉
が
始
ま
っ
た
（
有
川
二
〇
一
一
、
会
計
検
査
院
二
〇
一
〇
）。
会
計
検
査
院

は
院
内
に
「
会
計
検
査
院
法
改
正
取
調
委
員
会
」
を
設
置
し
、
院
内
の
意
見
を
も
と
に
改
正
案
を
作
成
す
る
方
向
で
作
業
が
進
め
ら
れ

た
）
（（
（

。
会
計
検
査
院
は
天
皇
直
隷
制
を
廃
止
し
た
上
で
、
出
納
官
吏
弁
償
責
任
判
決
制
度
廃
止
等
の
会
計
検
査
院
法
の
一
部
改
正
を
志
向
し

て
い
た
。
そ
れ
に
対
し
、
Ｇ
Ｈ
Ｑ
は
米
国
会
計
検
査
院
（
Ｇ
Ａ
Ｏ
）
を
モ
デ
ル
に
し
た
院
法
全
面
改
正
を
志
向
し
て
い
た）（（
（

。

会
計
検
査
院
と
Ｇ
Ｈ
Ｑ
と
の
数
度
の
折
衝
を
経
て
、
一
九
四
七
年
三
月
に 

会
計
検
査
院
法
改
正
案
（
最
終
案
）
が
決
定
さ
れ
た
。
そ
こ

で
は
、
①
国
会
へ
の
所
属
、
②
収
入
支
出
を
確
定
し
国
の
債
権
債
務
を
決
定
す
る
権
限
、
③
収
入
支
出
を
担
当
す
る
命
令
系
統
職
員
の
弁

償
責
任
、
と
い
っ
た
事
項
は
見
送
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
た）（（
（

。

特
に
注
目
さ
れ
る
の
が
、
第
一
の
国
会
へ
の
所
属
で
あ
っ
た
。
後
述
す
る
よ
う
に
Ｇ
Ｈ
Ｑ
は
予
算
改
革
の
中
で
財
政
民
主
主
義
を
徹
底

す
る
こ
と
を
志
向
し
て
い
た
。
ま
た
会
計
検
査
院
の
制
度
改
革
の
モ
デ
ル
と
な
る
Ｇ
Ａ
Ｏ
は
議
会
の
付
属
機
関
で
あ
っ
た
た
め
、
現
実
的

な
選
択
肢
と
し
て
は
考
え
ら
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
。

し
か
し
、
①
指
揮
監
督
の
多
様
化
、
②
意
思
決
定
の
停
滞
、
③
中
立
性
の
維
持
へ
の
懸
念
、
と
い
っ
た
点
か
ら）（（
（

、
議
会
付
属
機
関
と
な

る
こ
と
は
見
送
ら
れ
た
の
で
あ
っ
た
。

（
・
2　

会
計
検
査
制
度
の
転
換
と
継
続

一
九
四
七
年
五
月
に
会
計
検
査
院
法
が
改
正
さ
れ
、
会
計
検
査
制
度
・
会
計
検
査
院
は
制
度
転
換
が
図
ら
れ
た
（
有
川
二
〇
一
一
、
会
計

検
査
院
二
〇
一
〇
）。

会
計
検
査
院
は
、
会
計
検
査
院
法
第
一
条
に
規
定
さ
れ
る
よ
う
に
、
内
閣
に
対
し
独
立
の
地
位
を
有
す
る
憲
法
上
の
機
関
と
さ
れ
た
。



一
四

大
き
く
変
化
し
た
の
は
内
部
組
織
で
あ
っ
た
。
意
思
決
定
機
関
と
し
て
合
議
体
の
検
査
官
会
議
が
設
置
さ
れ
た
。
検
査
官
会
議
は
検
査

官
三
名
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
、
会
計
検
査
院
の
重
要
事
項
に
つ
い
て
意
思
決
定
を
行
う
場
と
さ
れ
た
。
検
査
官
は
国
会
の
同
意
を
経
て
内

閣
が
任
命
し
、
天
皇
が
認
証
す
る
こ
と
と
な
り
、
院
長
は
検
査
官
三
名
の
中
か
ら
互
選
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。

具
体
的
な
検
査
を
担
当
す
る
の
が
事
務
総
局
と
な
り
、
官
房
四
課
と
四
局
一
九
課
で
構
成
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
そ
れ
に
と
も
な
っ

て
職
員
も
大
幅
に
増
員
し
、
定
員
は
一
九
四
七
年
度
に
は
三
八
六
名
で
あ
っ
た
も
の
が
、
翌
四
八
年
度
に
は
一
一
七
四
人
と
な
っ
た
。

そ
し
て
、
会
計
検
査
そ
の
も
の
に
つ
い
て
も
変
化
が
生
じ
た
。
検
査
対
象
は
戦
前
よ
り
も
拡
大
し
、
内
閣
に
よ
る
検
査
請
求
も
可
能
に

な
っ
た
。

こ
の
よ
う
な
会
計
検
査
制
度
で
の
変
化
と
あ
わ
せ
、
予
算
制
度
に
お
い
て
も
一
部
変
化
が
生
じ
た
（
会
計
検
査
院
二
〇
一
〇
、
木
村

二
〇
〇
四
、
夜
久
二
〇
一
二
、
山
田
二
〇
〇
四
）。
予
算
を
法
律
形
式
と
し
な
い
こ
と
や
、
現
金
主
義
や
予
算
単
年
度
主
義
と
い
っ
た
も
の
は

継
続
さ
れ
た
も
の
の
、
大
き
な
変
化
と
な
っ
た
の
は
財
政
民
主
主
義
の
徹
底
で
あ
っ
た
。

前
述
の
よ
う
に
、
明
治
期
に
は
議
会
勢
力
と
の
関
係
か
ら
予
算
の
決
定
へ
の
国
会
の
関
与
は
極
端
に
制
限
さ
れ
て
い
た
。
し
か
し
、
Ｇ

Ｈ
Ｑ
の
強
い
意
向
か
ら
財
政
民
主
主
義
が
徹
底
さ
れ
、
明
治
会
計
法
が
財
政
法
と
会
計
法
に
分
割
・
体
系
化
さ
れ
る
中
、
予
算
の
国
会
議

決
主
義
を
は
じ
め
と
し
て
国
会
の
関
与
が
強
ま
る
形
と
な
っ
た）（（
（

。

ま
た
、
そ
れ
と
関
連
し
て
、
予
算
に
つ
い
て
は
会
計
年
度
独
立
の
原
則
が
明
確
化
さ
れ
た
。
明
治
期
の
予
算
に
お
い
て
も
前
述
の
よ
う

に
予
算
単
年
度
主
義
は
と
ら
れ
て
い
た
も
の
の
、
大
日
本
帝
国
憲
法
で
継
続
費
や
前
年
度
予
算
施
行
が
部
分
的
に
認
め
ら
れ
て
お
り）（（
（

、
会

計
年
度
独
立
の
原
則
は
必
ず
し
も
明
確
で
は
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
第
二
次
世
界
大
戦
後
の
改
革
の
中
で
、
会
計
年
度
独
立
の
原
則
が
財

政
法
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。



一
五

時
間
の
な
か
の
会
計
検
査
制
度
（
秋
吉
）

そ
し
て
、
予
算
制
度
と
し
て
関
連
し
て
公
会
計
制
度
に
お
い
て
も
変
化
と
継
続
が
生
じ
た
（
会
計
検
査
院
二
〇
一
〇
、
木
村
二
〇
〇
四
）。

会
計
検
査
制
度
に
と
っ
て
重
要
な
意
味
を
持
っ
た
の
は
そ
の
継
続
さ
れ
た
部
分
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
予
算
制
度
に
お
い
て
現
金
主
義

が
継
続
さ
れ）（（
（

、
そ
の
関
連
で
公
会
計
に
お
い
て
も
発
生
主
義
へ
の
転
換
は
図
ら
れ
な
か
っ
た
。
ま
た
、
省
庁
で
複
式
簿
記
に
す
る
た
め
に

は
歳
入
・
財
産
管
理
が
重
要
に
な
る
が
、
大
蔵
省
の
権
限
が
継
続
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た）（（
（

。

4　

会
計
検
査
制
度
の
進
化
の
停
滞

4
・
（　

会
計
検
査
の
限
定
的
進
化

内
閣
・
国
会
か
ら
独
立
し
た
機
関
と
な
っ
た
会
計
検
査
院
で
あ
っ
た
が
、
財
政
監
督
機
能
の
拡
大
は
で
き
ず
、
時
代
と
と
も
に
要
請
さ

れ
て
き
た
有
効
性
検
査
（
プ
ロ
グ
ラ
ム
評
価
）
へ
の
対
応
は
図
れ
な
か
っ
た
。

会
計
検
査
院
が
機
能
し
な
い
要
因
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
の
が
同
院
の
限
定
的
な
リ
ソ
ー
ス
で
あ
り
、
第
二
次
世
界
大
戦
後
の
規
模
か
ら

大
き
く
増
大
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
唯
一
生
じ
た
変
化
が
、
一
九
五
五
年
八
月
の
会
計
検
査
院
法
改
正
で
あ
っ
た
。
日
本
国

有
鉄
道
、
電
電
公
社
、
専
売
公
社
の
い
わ
ゆ
る
三
公
社
に
対
す
る
検
査
権
限
が
会
計
検
査
院
に
付
与
さ
れ
、
事
務
総
局
に
一
局
増
設
さ

れ
、
五
局
体
制
と
な
っ
た
。
し
か
し
、
そ
の
後
、
検
査
対
象
と
な
る
国
の
予
算
規
模
が
増
大
し
て
い
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
会
計
検
査

院
の
組
織
規
模
は
一
定
で
推
移
し
た
。
と
り
わ
け
、
定
員
は
一
九
四
八
年
度
の
一
一
七
四
人
、
五
局
体
制
と
な
っ
た
一
九
五
五
年
度
の

一
一
七
八
人
か
ら
さ
ほ
ど
増
え
ず
、
検
査
対
象
と
な
る
政
府
支
出
の
規
模
が
増
大
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
一
二
〇
〇
人
台
で
推
移
し
て
い

る
）
（（
（

。



一
六

検
査
対
象
の
拡
大
、と
り
わ
け
有
効
性
検
査
へ
の
対
応
に
つ
い
て
は
再
三
繰
り
返
し
て
い
る
よ
う
に
、非
常
に
遅
々
と
し
た
も
の
で
あ
っ

た
。会

計
検
査
院
関
係
者
が
主
張
す
る
よ
う
に）（（
（

、
一
九
六
〇
年
代
に
は
有
効
性
の
観
点
か
ら
の
検
査
は
行
わ
れ
て
い
た
。
し
か
し
、
検
査
事

項
と
し
て
設
置
さ
れ
た
の
は
七
六
年
一
二
月
で
あ
っ
た
。
一
九
七
五
年
度
決
算
検
査
報
告
の
中
で
「
特
記
事
項
」
が
設
定
さ
れ
、
事
業
効

果
・
運
営
等
の
見
地
か
ら
の
問
題
提
起
が
な
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

そ
し
て
、
検
査
基
準
と
し
て
有
効
性
の
基
準
が
示
さ
れ
た
の
は
一
九
八
〇
年
代
に
な
っ
て
か
ら
で
あ
っ
た
。
八
三
年
一
二
月
に
提
出
さ

れ
た
一
九
八
二
年
度
決
算
検
査
報
告
に
お
い
て
、
経
済
性
、
効
率
性
、
有
効
性
、
と
い
う
い
わ
ゆ
る
（
Ｅ
基
準
が
公
表
さ
れ
、
有
効
性
検

査
が
明
確
化
さ
れ
た
。

さ
ら
に
、
有
効
性
の
基
準
が
法
律
に
お
い
て
明
定
さ
れ
た
の
は
一
九
九
七
年
一
二
月
で
あ
っ
た
。
民
主
党
を
中
心
に
決
算
機
能
の
充
実

化
が
図
ら
れ
る
中
、
会
計
検
査
院
を
Ｇ
Ａ
Ｏ
の
よ
う
に
国
会
の
付
属
機
関
と
す
る
こ
と
は
断
念
さ
れ
た
も
の
の
、
国
会
か
ら
の
検
査
要
請

に
対
し
て
検
査
実
施
・
報
告
を
可
能
に
す
る
た
め
、
会
計
検
査
院
法
が
改
正
さ
れ
た
。
そ
の
中
で
、
会
計
検
査
の
基
準
も
明
定
さ
れ
、
正

確
性
、
合
規
性
、
経
済
性
、
効
率
性
と
い
っ
た
他
の
基
準
と
あ
わ
せ
て
有
効
性
の
基
準
に
よ
っ
て
検
査
を
行
う
こ
と
が
会
計
検
査
院
法
第

二
〇
条
第
三
項
で
示
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。

こ
の
よ
う
に
有
効
性
検
査
の
制
度
整
備
が
遅
れ
た
こ
と
も
あ
り
、
実
際
の
検
査
に
お
い
て
も
有
効
性
検
査
へ
の
取
り
組
み
は
立
ち
遅

れ
て
き
た
。
例
え
ば
、
持
田
信
樹
は
一
九
六
八
年
度
か
ら
九
三
年
度
ま
で
の
決
算
検
査
報
告
の
全
掲
記
事
項
（
三
八
五
三
件
）
に
つ
い

て
分
析
し
、
有
効
性
検
査
に
よ
る
報
告
は
わ
ず
か
四
・
〇
％
（
一
五
三
件
）
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る）（（
（

。
ま
た
、
前
述
の
よ
う
に
、

二
〇
〇
〇
年
代
に
お
い
て
も
有
効
性
検
査
の
比
率
は
伸
び
て
お
ら
ず
、
一
九
七
〇
年
代
に
有
効
性
検
査
の
比
率
を
一
気
に
高
め
た
米
国
Ｇ



一
七

時
間
の
な
か
の
会
計
検
査
制
度
（
秋
吉
）

Ａ
Ｏ
と
は
対
照
的
に
な
っ
て
い
る）（（
（

。

4
・
2　

関
連
制
度
改
革
の
停
滞

こ
の
よ
う
に
会
計
検
査
が
停
滞
す
る
中
、
会
計
検
査
の
対
象
で
あ
る
予
算
制
度
も
、
さ
ら
に
は
予
算
制
度
・
会
計
検
査
制
度
と
密
接
に

関
連
す
る
公
会
計
制
度
も
改
革
が
進
ま
な
か
っ
た
。

予
算
制
度
に
関
し
て
は
、
第
二
次
世
界
大
戦
後
に
米
国
を
は
じ
め
と
し
た
各
国
で
予
算
制
度
改
革
が
行
わ
れ
て
い
っ
た
も
の
の）（（
（

、
わ
が

国
で
は
既
存
の
状
況
か
ら
変
化
し
な
か
っ
た
。
予
算
制
度
に
つ
い
て
の
抜
本
的
な
改
革
が
検
討
さ
れ
た
の
が
、
一
九
六
二
年
二
月
か
ら
の

第
一
次
臨
時
行
政
調
査
会
（
以
下
、
第
一
次
臨
調
）
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
検
討
の
対
象
と
な
っ
た
の
が
、
米
国
で
導
入
さ
れ
た
事
業
別
予
算

で
あ
っ
た
。
事
業
別
予
算
と
は
端
的
に
は
事
業
計
画
と
連
動
し
た
予
算
編
成
を
し
、
個
別
予
算
に
お
い
て
も
そ
の
事
業
と
目
標
を
示
す
も

の
で
あ
る
。
こ
の
事
業
別
予
算
に
よ
っ
て
、予
算
が
ど
の
よ
う
に
目
標
を
達
成
し
た
か
（
成
果
を
出
し
た
か
）
と
い
う
評
価
が
可
能
に
な
る
。

そ
し
て
、
六
四
年
九
月
の
第
一
次
臨
調
改
善
意
見
（
勧
告
）
に
お
い
て
わ
が
国
の
予
算
制
度
の
問
題
点
と
あ
わ
せ
、
事
業
別
予
算
制
度
の

導
入
が
提
言
さ
れ
た）（（
（

。
し
か
し
、
第
一
次
臨
調
の
提
言
は
行
政
シ
ス
テ
ム
の
抜
本
的
改
革
に
関
連
す
る
も
の
で
あ
っ
た
た
め
、
提
言
全
体

が
各
省
庁
の
現
状
維
持
志
向
に
直
面
す
る
こ
と
と
な
り）（（
（

、
事
業
別
予
算
制
度
に
つ
い
て
も
議
論
を
進
め
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。

事
業
別
予
算
の
次
に
本
格
的
な
予
算
編
成
改
革
と
し
て
検
討
さ
れ
た
の
が
Ｐ
Ｐ
Ｂ
Ｓ
（Planning Program

m
ing Budgeting System

 ; 

計
画
プ
ロ
グ
ラ
ム
予
算
シ
ス
テ
ム
）
で
あ
っ
た
。
Ｐ
Ｐ
Ｂ
Ｓ
は
端
的
に
は
、長
期
計
画
を
も
と
に
、費
用
便
益
分
析
・
費
用
有
効
度
分
析
に
よ
っ

て
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
効
率
的
な
選
択
を
行
う
予
算
編
成
シ
ス
テ
ム
で
あ
る
。
米
国
国
防
省
で
導
入
さ
れ
た
Ｐ
Ｐ
Ｂ
Ｓ
は
連
邦
政
府
に
お
い
て

一
九
六
八
年
度
か
ら
実
施
さ
れ
た
。



一
八

他
国
で
Ｐ
Ｐ
Ｂ
Ｓ
の
導
入
が
検
討
さ
れ
る
中
、
わ
が
国
で
も
検
討
が
進
め
ら
れ
た
。
一
九
六
八
年
四
月
に
経
済
企
画
庁
経
済
研
究
所
シ

ス
テ
ム
分
析
調
査
室
が
設
置
さ
れ
、
Ｐ
Ｐ
Ｂ
Ｓ
導
入
に
向
け
た
調
査
・
研
究
が
進
め
ら
れ
た
。
同
室
で
は
香
川
県
を
具
体
例
と
し
て
Ｐ
Ｐ

Ｂ
Ｓ
の
た
め
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
体
系
作
成
を
試
行
す
る
と
い
っ
た
よ
う
に）（（
（

、
Ｐ
Ｐ
Ｂ
Ｓ
の
本
格
的
な
導
入
が
検
討
さ
れ
た
。
し
か
し
、
米
国

に
お
い
て
Ｐ
Ｐ
Ｂ
Ｓ
が
と
ん
挫
し
た
こ
と
も
あ
り
、
わ
が
国
で
は
「
時
期
尚
早
」
と
し
て
、
進
め
ら
れ
な
か
っ
た
。

公
会
計
制
度
に
つ
い
て
も
予
算
制
度
と
同
様
に
改
革
が
停
滞
し
た
。
抜
本
的
な
改
革
が
検
討
さ
れ
た
の
が
予
算
制
度
と
同
じ
第
一
次
臨

調
の
時
で
あ
っ
た
。
公
会
計
制
度
に
お
い
て
は
、
本
稿
で
も
再
三
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
現
金
主
義
・
単
式
簿
記
か
ら
発
生
主
義
・
複

式
簿
記
へ
の
移
行
が
各
国
で
検
討
さ
れ
て
い
た
が
、
わ
が
国
で
も
第
一
次
臨
調
で
そ
の
導
入
が
検
討
さ
れ
た
。
そ
し
て
、
一
九
六
四
年
九

月
の
第
一
次
臨
調
改
善
意
見
（
勧
告
）
に
お
い
て
、
各
省
の
事
業
特
別
会
計
で
の
複
式
簿
記
導
入
が
提
言
さ
れ
た
。
し
か
し
、
前
述
の
よ

う
に
第
一
次
臨
調
の
提
言
全
体
が
各
省
庁
の
現
状
維
持
志
向
に
よ
る
反
対
に
直
面
す
る
こ
と
と
な
り）（（
（

、
前
述
の
事
業
別
予
算
と
同
様
に
導

入
に
向
け
て
の
議
論
を
進
め
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。

結
論
と
含
意

冒
頭
に
示
し
た
よ
う
に
、
本
稿
の
目
的
は
、「
わ
が
国
の
会
計
検
査
院
は
な
ぜ
有
効
性
検
査
に
シ
フ
ト
で
き
な
か
っ
た
か
」
と
い
う
問

い
に
、「
時
間
の
な
か
の
政
治
」
の
観
点
か
ら
答
え
る
こ
と
で
あ
る
。

会
計
検
査
制
度
の
歴
史
的
経
緯
に
つ
い
て
の
分
析
か
ら
、
前
述
の
問
い
に
つ
い
て
の
答
え
は
「
初
期
の
偶
発
的
な
タ
イ
ミ
ン
グ
と
政
治

的
事
件
に
よ
っ
て
偶
発
的
に
制
度
が
設
計
さ
れ
、
決
定
的
転
換
点
と
な
る
は
ず
で
あ
っ
た
占
領
統
治
下
で
の
政
策
理
念
か
ら
制
度
が
大
幅



一
九

時
間
の
な
か
の
会
計
検
査
制
度
（
秋
吉
）

に
は
転
換
さ
れ
ず
、
さ
ら
に
予
算
制
度
・
公
会
計
制
度
が
そ
の
経
路
を
加
速
さ
せ
た
」
と
な
る
。

ま
ず
、
明
治
初
期
の
制
度
選
択
・
制
度
配
置
に
つ
い
て
は
、
複
数
の
選
択
肢
が
存
在
し
、
そ
の
間
で
模
索
さ
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
が

重
要
で
あ
る
。
会
計
検
査
院
に
関
し
て
は
、
そ
の
制
度
的
位
置
づ
け
に
つ
い
て
、
大
蔵
省
・
内
閣
と
の
関
係
を
は
じ
め
と
し
て
様
々
な
可

能
性
が
あ
っ
た
。
ま
た
、そ
の
機
能
に
つ
い
て
も
、予
算
査
定
ま
で
含
め
、ど
こ
ま
で
会
計
検
査
院
に
持
た
せ
る
か
様
々
な
可
能
性
が
あ
っ

た
。
同
様
に
、
会
計
検
査
制
度
に
影
響
を
及
ぼ
す
予
算
制
度
・
公
会
計
制
度
に
つ
い
て
も
様
々
な
制
度
選
択
の
可
能
性
が
あ
っ
た）（（
（

。

そ
れ
ら
の
制
度
選
択
を
決
定
し
た
の
は
、
偶
発
的
事
件
と
そ
の
タ
イ
ミ
ン
グ
で
あ
っ
た
。
と
り
わ
け
明
治
一
四
年
の
政
変
と
い
う
政
治

的
事
件
は
制
度
形
成
の
主
要
ア
ク
タ
ー
を
変
更
さ
せ
、
会
計
検
査
制
度
の
内
容
を
規
定
し
た
。
ま
た
、
制
度
選
択
を
検
討
し
て
い
た
明
治

初
期
の
タ
イ
ミ
ン
グ
で
の
巨
額
の
財
政
赤
字
の
発
生
と
そ
の
急
務
的
対
応
が
予
算
制
度
（
の
外
形
）
を
規
定
し
た
。
さ
ら
に
、
プ
ロ
イ
セ

ン
憲
法
や
フ
ラ
ン
ス
会
計
法
等
、
日
本
が
教
訓
導
出
を
行
う
タ
イ
ミ
ン
グ
で
の
他
国
の
制
度
整
備
状
況
も
制
度
選
択
を
規
定
し
た
。

歴
史
的
制
度
論
が
示
す
よ
う
に
、
形
成
さ
れ
た
制
度
は
継
続
さ
れ
る
。
そ
の
制
度
が
転
換
す
る
の
が
「
決
定
的
転
換
点
」
で
あ
る
。
そ

こ
で
ど
の
よ
う
に
制
度
が
転
換
さ
れ
、
新
し
い
配
置
と
な
る
か
が
重
要
に
な
る
。
会
計
検
査
制
度
に
と
っ
て
の
決
定
的
転
換
点
と
な
る
は

ず
だ
っ
た
の
が
第
二
次
世
界
大
戦
敗
戦
で
あ
っ
た
。
第
一
に
、「
独
立
機
関
」
と
い
う
制
度
選
択
が
そ
の
後
の
会
計
検
査
制
度
に
影
響
を

及
ぼ
し
た
。
財
政
民
主
主
義
の
観
点
か
ら
、
米
国
の
Ｇ
Ａ
Ｏ
の
よ
う
に
、
会
計
検
査
院
を
国
会
の
付
属
機
関
と
す
る
選
択
肢
が
存
在
し
、

実
際
に
Ｇ
Ｈ
Ｑ
と
日
本
側
と
で
協
議
さ
れ
て
い
た
。
し
か
し
、
内
閣
・
国
会
か
ら
の
独
立
機
関
と
い
う
位
置
づ
け
が
継
続
さ
れ
た
。
そ
の

結
果
、「
独
立
」
は
し
ば
し
ば
「
孤
立
」
と
な
り
、
検
査
対
象
等
の
拡
大
で
し
ば
し
ば
困
難
が
生
じ
た）（（
（

（
西
川
二
〇
〇
三
）。
さ
ら
に
、
そ
こ

に
大
蔵
省
か
ら
の
予
算
査
定
と
い
う
仕
組
み
が
存
在
し
て
い
た
た
め
、
組
織
定
員
等
の
拡
充
は
厳
し
く
制
約
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
第

二
に
、
内
部
組
織
の
制
度
選
択
が
そ
の
後
の
会
計
検
査
制
度
に
影
響
を
及
ぼ
し
た
。
特
に
、
戦
後
誕
生
し
た
検
査
官
会
議
に
よ
る
合
議
体



二
〇

と
し
た
こ
と
は
非
常
に
大
き
な
影
響
を
及
ぼ
し
た
。
検
査
官
の
選
出
母
体
は
な
が
ら
く
大
蔵
省
、
国
会
事
務
局
、
会
計
検
査
院
と
固
定
化

さ
れ
、
さ
ら
に
院
長
は
そ
の
選
出
母
体
の
ロ
ー
テ
ー
シ
ョ
ン
と
さ
れ
た）（（
（

。
前
述
の
よ
う
に
合
議
制
と
い
う
こ
と
も
あ
り
、
米
国
Ｇ
Ａ
Ｏ
の

よ
う
な
院
長
の
イ
ニ
シ
ア
テ
ィ
ブ
の
発
揮
は
困
難
で
あ
っ
た
。
例
え
ば
、
有
効
性
検
査
関
連
の
変
化
は
全
て
会
計
検
査
院
出
身
院
長
の
み

で
あ
っ
た）（（
（

。

そ
し
て
、
他
制
度
か
ら
の
影
響
が
こ
の
状
況
を
加
速
さ
せ
た
。
と
り
わ
け
、
予
算
制
度
で
の
継
続
と
変
化
の
様
態
が
大
き
な
影
響
を
及

ぼ
し
た
。
決
定
的
転
換
点
に
お
い
て
、
予
算
制
度
は
財
政
民
主
主
義
が
徹
底
さ
れ
た
。
予
算
単
年
度
主
義
等
の
明
治
期
か
ら
の
原
則
に
加

え
、
会
計
年
度
独
立
の
原
則
や
総
計
予
算
主
義
が
加
わ
っ
た
た
め
、
予
算
制
度
は
硬
直
化
し
た
。
こ
の
こ
と
は
公
会
計
制
度
に
も
影
響
し

た
。
単
純
で
明
快
な
構
造
と
い
う
側
面
か
ら
単
式
簿
記
・
現
金
主
義
会
計
の
方
が
国
会
に
よ
る
統
制
は
容
易
で
あ
り）（（
（

、
財
政
民
主
主
義
と

い
う
点
か
ら
は
望
ま
し
い
制
度
で
あ
っ
た
こ
と
は
否
め
な
い
。
こ
れ
ら
の
予
算
制
度
・
公
会
計
制
度
は
従
来
型
会
計
検
査
を
継
続
す
る
こ

と
を
加
速
さ
せ
た
の
で
あ
っ
た
。

以
上
の
よ
う
に
、
日
本
の
会
計
検
査
制
度
は
初
期
の
偶
発
的
な
タ
イ
ミ
ン
グ
と
政
治
的
事
件
に
よ
っ
て
設
計
さ
れ
、
決
定
的
転
換
点
と

な
る
は
ず
の
占
領
統
治
下
で
の
制
度
配
置
か
ら
制
度
の
大
幅
な
転
換
に
は
向
か
わ
ず
、
さ
ら
に
予
算
制
度
・
公
会
計
制
度
の
関
連
か
ら
特

異
な
経
路
を
た
ど
る
こ
と
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

本
稿
で
の
分
析
結
果
は
公
的
部
門
管
理
改
革
過
程
分
析
に
対
し
て
一
定
の
含
意
が
あ
る
。
い
わ
ゆ
る
「
ス
ナ
ッ
プ
シ
ョ
ッ
ト
」（
の
分

析
）
と
称
さ
れ
る
よ
う
に
、
特
定
の
改
革
に
お
け
る
制
度
転
換
の
政
治
過
程
を
分
析
す
る
こ
と
は
長
期
の
制
度
の
経
路
に
よ
る
影
響
を
見

落
と
す
こ
と
に
な
る
。
ま
た
、
そ
の
経
路
の
分
析
に
お
い
て
は
特
に
初
期
の
制
度
選
択
で
の
偶
発
性
に
つ
い
て
の
考
察
や
決
定
的
転
換
点

で
の
（
制
度
の
）
転
換
と
継
続
に
つ
い
て
の
考
察
が
不
可
欠
に
な
る
。



二
一

時
間
の
な
か
の
会
計
検
査
制
度
（
秋
吉
）

も
っ
と
も
本
稿
に
お
い
て
も
当
然
の
こ
と
な
が
ら
課
題
は
存
在
す
る
。
本
稿
で
は
一
国
（
日
本
）
の
分
析
で
あ
り
、
当
然
の
こ
と
な
が

ら
他
国
と
の
比
較
が
必
要
に
な
っ
て
く
る
。
と
り
わ
け
有
効
性
検
査
へ
の
転
換
を
早
く
成
し
遂
げ
た
米
国
と
の
比
較
は
必
要
に
な
る
。
ま

た
、
日
本
と
同
様
に
伝
統
的
検
査
に
長
年
固
執
し
て
き
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
近
年
Ｎ
Ｐ
Ｍ
改
革
に
お
い
て
有
効
性
検
査
へ
の
転
換
を
進

め
て
い
る
ド
イ
ツ
と
の
比
較
は
特
に
占
領
統
治
と
い
う
経
緯
を
経
た
こ
と
か
ら
非
常
に
有
益
な
結
果
が
得
ら
れ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

（
（
）
二
〇
〇
四
年
七
月
七
日
ま
で
はGeneral A

ccounting O
ffi

ce

と
い
う
名
称
で
あ
っ
た
た
め
、
本
稿
で
は
（
政
府
説
明
責
任
局
や
行
政
活
動
検

査
院
等
の
訳
語
で
は
な
く
）
会
計
検
査
院
と
い
う
訳
語
を
あ
て
る
。

（
2
）
他
の
視
点
か
ら
の
検
査
は
正
確
性
・
合
規
性
八
四
％
、
経
済
性
・
効
率
性
九
・
三
％
と
な
っ
て
お
り
、
伝
統
的
検
査
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
こ
と
が

指
摘
さ
れ
る
（
東
二
〇
一
一
）。

（
（
）
原
田
久
立
教
大
学
教
授
の
ご
教
授
に
よ
る
。

（
4
）
こ
の
二
つ
と
あ
わ
せ
て
、
進
邦
（
二
〇
〇
二
）
で
は
会
計
検
査
院
へ
の
不
満
と
し
て
、
③
伝
統
的
検
査
の
偏
重
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。

（
（
）
東
は
わ
が
国
で
政
策
評
価
制
度
（
業
績
測
定
）
が
期
待
さ
れ
た
ほ
ど
機
能
し
な
い
要
因
と
し
て
八
つ
の
要
因
を
指
摘
し
て
い
る
が
、
そ
の
中
で

他
制
度
と
の
関
連
の
要
因
に
つ
い
て
、
①
予
算
制
度
（
財
政
規
律
）
と
の
連
動
の
欠
如
、
②
予
算
制
度
（
予
算
査
定
）
と
の
連
動
の
欠
如
、
③
予

算
制
度
（
予
算
体
系
）
と
の
連
動
の
欠
如
、
④
発
生
主
義
会
計
と
の
連
動
の
欠
如
、
⑤
人
事
制
度
と
の
連
動
の
欠
如
、
⑥
会
計
検
査
制
度
と
の
連

動
の
欠
如
、
と
い
っ
た
六
つ
を
指
摘
し
て
い
る
（
東
二
〇
〇
五
）。

（
（
）Pierson

（
二
〇
〇
四
）
五
五
─
五
八
頁
。

（
7
）Pierson

（
二
〇
〇
四
）
六
三
─
六
五
頁
。

（
（
）
明
治
初
期
の
財
政
状
況
に
つ
い
て
は
大
森
（
二
〇
〇
一
）
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
9
）
亀
井
（
二
〇
〇
六
）
二
八
─
二
九
頁
。
尚
、
同
建
言
の
詳
細
に
つ
い
て
は
亀
井
（
二
〇
〇
六
）
二
二
─
二
八
頁
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
（0
）
夜
久
（
二
〇
一
四
）
一
〇
六
頁
。

（
（（
）
長
山
（
一
九
九
六
）
一
九
六
頁
。



二
二

（
（2
）
亀
井
（
二
〇
〇
六
）
九
四
頁
。

（
（（
）
長
山
（
一
九
九
八
ａ
）
一
一
九
頁
。

（
（4
）
加
藤
（
一
九
六
二
）
二
二
五
頁
、
進
邦
（
二
〇
〇
二
）
一
五
五
─
一
五
六
頁
。

（
（（
）
東
（
二
〇
一
一
）
一
七
四
頁
。

（
（（
）
長
山
（
一
九
九
八
ｂ
）
三
三
二
─
三
三
三
頁
。

（
（7
）
加
藤
（
一
九
六
二
）
二
二
三
─
二
二
四
頁
、
進
邦
（
二
〇
〇
二
）
一
五
七
頁
。

（
（（
）
東
（
二
〇
一
一
）
一
七
四
頁
。

（
（9
）
小
峰
（
一
九
七
四
）
三
七
頁
、
長
山
（
一
九
九
八
ａ
）
一
一
九
頁
。

（
20
）
長
山
（
一
九
九
八
ａ
）
一
二
三
─
一
二
四
頁
。

（
2（
）
長
山
（
一
九
九
八
ａ
）
一
二
四
頁
。
ま
た
そ
れ
と
あ
わ
せ
、
各
省
で
の
会
計
事
務
が
煩
瑣
に
な
っ
た
こ
と
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
（
小
峰
一
九
七

四
、
三
七
頁
）。

（
22
）
た
だ
し
、
継
続
費
、
前
年
度
予
算
施
行
主
義
が
明
記
さ
れ
、
会
計
年
度
独
立
の
原
則
と
は
異
な
る
も
の
で
あ
っ
た
。

（
2（
）
夜
久
（
二
〇
一
〇
）
一
四
─
一
六
頁
。

（
24
）
夜
久
（
二
〇
一
四
）
一
一
一
頁
。

（
2（
）
小
峰
（
一
九
七
四
）
三
七
頁
、
亀
井
（
二
〇
一
一
）
四
七
頁
、
長
山
（
一
九
九
八
ａ
）
一
一
九
頁
。

（
2（
）
よ
り
厳
密
に
は
、
予
算
額
と
合
わ
せ
て
実
際
額
も
記
入
す
る
カ
メ
ラ
ル
簿
記
の
簿
記
法
で
あ
っ
た
（
亀
井
二
〇
一
二
、
七
頁
）。

（
27
）
会
計
検
査
院
（
二
〇
一
〇
）
一
五
一
頁
。

（
2（
）
会
計
検
査
院
（
二
〇
一
〇
）
一
五
一
頁
。

（
29
）
会
計
検
査
院
（
二
〇
一
〇
）
一
五
一
頁
。

（
（0
）
有
川
（
二
〇
一
一
）
八
─
九
頁
。

（
（（
）
有
川
（
二
〇
一
一
）
八
頁
。

（
（2
）
会
計
検
査
院
（
二
〇
一
〇
）
一
五
四
─
一
五
五
頁
。

（
（（
）
山
田
（
二
〇
〇
四
）
六
頁
。



二
三

時
間
の
な
か
の
会
計
検
査
制
度
（
秋
吉
）

（
（4
）
木
村
（
二
〇
〇
四
）
五
八
頁
。

（
（（
）
木
村
（
二
〇
〇
四
）
五
九
頁
。

（
（（
）
会
計
検
査
院
（
二
〇
一
〇
）
四
〇
五
頁
。

（
（7
）
例
え
ば
大
須
賀
（
一
九
九
七
）
が
あ
る
。

（
（（
）
持
田
（
一
九
九
五
）
八
頁
。
ま
た
、
合
規
性
検
査
は
七
五
・
八
％
（
二
九
二
〇
件
）、
経
済
性
効
率
性
検
査
は
二
〇
・
二
％
（
七
八
〇
件
）
と
な
っ

て
い
る
。

（
（9
）
米
国
Ｇ
Ａ
Ｏ
で
は
、
一
九
七
二
年
時
に
三
〇
％
で
あ
っ
た
有
効
性
検
査
（
プ
ロ
グ
ラ
ム
評
価
）
の
比
率
を
五
年
後
の
七
七
年
に
は
四
九
％
ま
で

増
加
さ
せ
た
（
益
田
二
〇
一
〇
：
一
三
）。

（
40
）
例
え
ば
、
米
国
で
は
事
業
別
予
算
、
Ｐ
Ｐ
Ｂ
Ｓ
、
Ｍ
Ｂ
Ｏ
（M

anagem
ent by O

bjectives ; 

目
標
に
よ
る
管
理
）、
Ｚ
Ｂ
Ｂ
（Zero Base 

Budgeting; 

ゼ
ロ
ベ
ー
ス
予
算
）、
Ｇ
Ｐ
Ｒ
Ａ
（Governm

ent Perform
ance and Results A

ct ; 

政
府
業
績
結
果
法
）、
Ｇ
Ｐ
Ｒ
Ａ
Ｍ
Ａ

（Governm
ent Perform

ance and Results M
odernization A

ct ; 

政
府
業
績
結
果
現
代
化
法
）
と
予
算
制
度
の
改
革
が
絶
え
間
な
く
試
み
ら

れ
た
（
小
林
二
〇
一
三
、
宮
川
一
九
九
九
）。

（
4（
）
小
林
（
二
〇
一
三
）
四
五
八
頁
。

（
42
）
渡
辺
（
一
九
六
八
）
一
一
〇
頁
。

（
4（
）
宮
川
（
一
九
七
一
）
三
六
三
─
三
六
四
頁
。

（
44
）
渡
辺
（
一
九
六
八
）
一
一
〇
頁
。

（
4（
）
予
算
制
度
に
つ
い
て
は
、
予
算
を
法
律
形
式
と
す
る
か
否
か
の
選
択
と
、
議
会
と
の
関
係
に
つ
い
て
の
選
択
と
が
あ
っ
た
。
ま
た
、
公
会
計
制

度
に
つ
い
て
は
、
複
式
簿
記
と
単
式
簿
記
の
選
択
が
あ
っ
た
。

（
4（
）
例
え
ば
、西
川
（
二
〇
〇
三
）
で
は
、七
〇
年
代
後
半
か
ら
の
い
わ
ゆ
る
「
肩
越
し
検
査
」
を
め
ぐ
る
法
改
正
断
念
の
経
緯
が
示
さ
れ
て
い
る
（
西

川
二
〇
〇
三
、
二
六
〇
─
二
七
一
）。

（
47
）
西
川
（
二
〇
〇
三
）
一
五
五
─
一
五
七
頁
。

（
4（
）
特
記
事
項
設
置
の
時
（
一
九
七
六
年
一
二
月
）
の
院
長
は
佐
藤
三
郎
で
あ
り
、
（
Ｅ
基
準
公
表
の
時
（
一
九
八
三
年
一
二
月
）
の
院
長
は
鎌
田

英
夫
で
あ
り
、
有
効
性
基
準
明
定
の
時
（
一
九
九
七
年
一
二
月
）
の
院
長
は
疋
田
周
朗
で
あ
っ
た
。



二
四

（
49
）
足
立
（
二
〇
〇
六
）
四
─
五
頁
。
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〇
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⑷
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八



二
五

時
間
の
な
か
の
会
計
検
査
制
度
（
秋
吉
）

長
山
貴
之
（
一
九
九
八
ａ
）「
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計
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大
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』
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⑷
、
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─
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（
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計
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正
─
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計
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」『
香
川
大
学
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叢
』
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⑶
、
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〇
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潜
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書
房
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叢
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⑶
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Ｒ
Ａ
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営
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⑴
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仁
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仁
（
二
〇
一
二
）「
予
算
と
法
律
と
の
関
係
─
日
本
国
憲
法
の
予
算
理
論
を
中
心
と
し
て
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フ
ァ
レ
ン
ス
』
（2
⑴
、
七
─
三
三

夜
久
仁
（
二
〇
一
四
）「
予
算
と
法
律
と
の
関
係
─
明
治
前
期
の
予
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